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リ
ュ
ペ
ン
ス
に
お
け
る
最
終
審
判
と
地
獄
墜
落

｜
｜
｜
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
、

ア
ル
テ
・
ピ
ナ
コ
テ
ク
蔵
の
三
作
品
を
め
ぐ
っ
て
｜
｜

玉

田

高竜

子

て
ニ
つ
の
最
終
、
審
判
図

リ
ュ
ペ
ン
ス
の
手
に
な
る
最
終
審
判
図
と
し
て
、
現
在
、
二
つ
の
作
品
が
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
ア
ル
－
ア
・
ピ
ナ
コ
テ
ク
に
展
示
さ
れ
て

い
る
・
。
そ
の
一
つ
は
、
縦
六
・
一
メ
ー
ト
ル
、
横
四
・
六
メ
ー
ト
ル
の
巨
大
な
長
方
形
の
カ
ン
バ
ス
で
、
も
う
一
つ
は
、
高
さ
一
八
四

・
四
セ
ン
チ
、
幅
一
一
一

0
・
四
セ
ン
チ
の
ア
i
チ
形
を
し
た
、
裏
面
に
ス
ケ
ッ
チ
風
の
風
景
画
を
伴
う
、
小
型
の
板
絵
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
作
品
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
き
さ
に
従
っ
て
、

「
大
最
終
審
判
」

（図
1
）
及
び
「
小
最
終
審
判
」

（図
2

）

と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ

て
い
る
。

二
つ
の
「
最
終
審
判
」
を
見
比
べ
て
み
る
と
、
ま
ず
、
画
面
構
成
が
著
し
く
相
違
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
両
者
は
共
に
、
死
者

の
復
活
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
審
判
、
正
し
い
人
々
の
昇
天
と
罪
あ
る
人
々
の
地
獄
墜
落
と
い
う
、
連
続
し
た
四
つ
の
出
来
事
を
表
現
し

て
い
る
が
、
そ
の
配
列
は
全
く
異
な
っ
て
凶
る
。

「
大
最
終
審
判
」
で
は
、
上
方
中
央
に
威
厳
を
も
っ
て
表
わ
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
を
挟

ん
で
、
正
し
い
人
々
の
昇
天
と
罪
あ
る
人
々
の
地
獄
墜
落
が
、
ほ
ぽ
左
右
対
称
に
配
置
さ
れ
て
い
る

0

・
と
こ
ろ
が
、

「
小
最
終
審
判
」



2 

で
は
、
地
獄
墜
落
の
光
景
が
非
常
に
大
き
な
面
積
を
占
め
、
キ
リ
ス
ト
と
彼
を
取
り
巻
く
聖
人
た
ち
、
及
び
昇
天
す
る
人
々
は
、
逼
か

上
空
に
、
小
さ
く
不
鮮
明
な
姿
で
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
。

同
一
画
家
に
よ
る
、
同
主
題
の
作
品
が
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
相
違
し
た
画
面
構
成
を
見
せ
て
い
る
の
は
何
故
か
o

こ
こ
で
は
、
ま
ず
、

そ
れ
ぞ
れ
の
制
作
さ
れ
た
状
況
に
つ
い
て
考
察
し
、

さ
ら
に
、
画
面
内
容
の
詳
し
い
分
析
に
よ
っ
て
、
両
「
最
終
審
判
」
が
究
極
的
に

表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

1 

「
大
一
最
終
審
判
」

「
大
最
終
審
判
」
が
制
作
さ
れ
た
状
況
に
関
し
て
は
、
古
い
記
録
か
ら
多
く
の
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

一
六
一
八
年
四
月
二
十
八

日
付
で
、
リ
ュ
ペ
ン
ス
が
サ
l
・
ダ
ツ
ド
リ
l
・
カ

1
ル
ト
ン
に
宛
て
た
書
簡
は
、
彼
が
、

ノ
イ
ブ
ル
ク
の
宮
中
伯
、
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン

グ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
の
た
め
に
制
作
し
た
「
最
終
審
判
」
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
三
五

O
O
フ
ロ
リ
ン
に
値
す
る
巨
大
な
画
面

（

l
）
 

で
あ
り
、
「
大
最
終
審
判
」
と
同
一
視
す
る
こ
と
が
十
分
可
能
で
あ
る
。
イ
エ
ズ
ス
会
の
ノ
イ
ブ
ル
ク
参
事
会
の
年
代
記
に
よ
れ
ば
、

（

2）
 

こ
の
作
品
は
、
す
で
に
一
六
一
七
年
に
は
、
そ
の
地
の
イ
エ
ズ
ス
会
教
会
の
主
祭
壇
に
掛
け
ら
れ
て
い
た
。
ノ
イ
プ
ル
ク
公
は
、

ム
ノ、

一
五
年
一
月
に
、
リ
ュ
ペ
ン
ス
の
住
む
ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ペ
ン
を
訪
問
し
て
い
る
が
、
恐
ら
く
こ
の
時
か
ら
、
画
家
と
の
交
渉
が
始
ま
っ

（

3
）
 

た
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、

「
大
最
終
審
判
」

み
品
、

一
六
一
五
年
か
ら
翌
一
六
年
に
か
け
て
の
期
間
に
、

ノ
イ
ブ
ル
ク
の
イ
エ
ズ
ス
会

教
会
の
主
祭
壇
画
と
し
て
制
作
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
教
会
の
主
祭
壇
画
と
は
、
教
会
内
の
最
も
主
要
な
装
飾
の
一
つ
と
し
て
、
多
く

の
公
衆
の
目
に
触
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、

し
ば
し
ば
教
会
の
基
本
精
神
を
象
徴
し
、
民
衆
を
教
化
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

ノ
イ
ブ
ル
ク
公
は
カ
ト
リ
ッ
ク
に
改
宗
し
た
ば
か
り
で
あ
り
、
自
分
の
領
地
内
に
カ
ト
リ
ッ
ク
信

仰
を
普
及
さ
せ
る
べ
く
努
め
て
い
た
が
、
こ
う
し
た
事
情
に
鑑
み
れ
ば
、
イ
エ
ズ
ス
会
、
あ
る
い
は
ロ

l
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
威
光
を
一

「
大
最
終
審
判
」
を
注
文
し
た
頃
、



般
に
伝
え
る
ご
と
こ
そ
画
家
に
と
っ
て
第
一
の
課
題
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

大
」
ず
に
、

「
大
最
終
審
判
」
を
構
想
す
る
に
あ
た
り
、
画
家
が
過
去
の
最
終
審
判
図
を
参
考
と
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
中
で

も
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
に
よ
る
シ
ス
テ
ィ

l
ナ
礼
拝
堂
祭
壇
壁
の
プ
レ
ス
コ
画
（
図
4
）
は
、
前
世
紀
に
お
け
る
最
も
モ
ニ
ユ
メ
ン
タ
ル

な
最
終
審
判
図
の
一
つ
と
し
て
、
多
く
の
示
唆
を
与
え
た
に
相
違
な
い
。
リ
ュ
ペ
ン
ス
は
、

一
六

O
O年
か
ら
一
六

O
八
年
ま
で
の
イ

タ
リ
ア
滞
在
中
、
教
度
に
わ
た
り
、
こ
の
作
品
を
模
写
し
て
い
る
。

リユペンスにおける最終審判と地獄墜落

（

5
）
 

ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
プ
レ
ス
コ
壁
画
の
誕
生
以
来
、
最
終
審
判
の
表
現
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
は
、
す
で
に
定
説
と
な
っ
て
い
る
。

中
世
以
降
の
最
終
審
判
図
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
、
天
使
、
聖
人
、
天
国
に
入
る
者
、
地
獄
ヘ
落
ち
る
者
、
悪
魔
、
復
活
者
と
い
っ

た
、
多
く
の
要
素
が
出
現
す
る
。
従
来
は
、
こ
れ
ら
を
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
よ
っ
て
明
確
に
分
類
す
る
、
水
平
・
垂
直
の
ゾ

l
ン
に
区
切

ら
れ
た
構
図
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
は
、
こ
う
し
た
分
割
的
な
構
図
を
打
破
し
、
画
面
全
体
を
連
続
さ
せ
よ
う
と
試

み
た
の
で
あ
る
。
彼
の
壁
画
で
は
、
裸
の
人
物
た
ち
が
、
分
断
、
さ
れ
な
い
唯
一
の
空
間
の
中
で
、
渦
を
巻
く
よ
う
に
並
べ
ら
れ
、
偉
大
な

カ
を
も
っ
審
判
者
キ
リ
ス
ト
が
、
そ
の
中
心
核
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
選
ば
れ
た
者
た
ち
の
上
昇
運
動
と
、
地
獄
へ
落
と
き
れ
る
者
た
ち

の
下
降
運
動
が
、
左
右
対
称
に
配
さ
れ
て
、
画
面
空
間
の
上
下
を
連
続
す
る
役
割
を
呆
た
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
初
め
て
、
劇
的

に
統
一
さ
れ
た
最
終
審
判
図
が
実
現
し
た
。

聖
人
た
ち
に
取
り
巻
か
れ
た
キ
リ
ス
ト
を
画
面
中
央
上
部
に
据
え
、
そ
の
下
方
に
昇
天
と
地
獄
墜
落
の
動
き
を
左
右
対
称
的
に
並
べ

て
、
統
一
的
構
図
を
展
開
す
る
「
大
最
終
審
判
」

は
、
明
ら
か
に
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
「
最
終
審
判
」
を
一
つ
の
出
発
点
と
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
八
十
年
の
時
を
隔
て
た
二
つ
の
画
面
で
は
、

い
く
つ
か
の
大
き
な
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
第
一
は
、
空
間
概
念

3 

の
相
違
で
あ
る
。



4 

ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
は
、
キ
リ
ス
ト
を
中
心
と
し
た
統
一
的
な
画
面
を
作
り
出
し
た
が
、
依
然
と
し
て
、
水
平
・
垂
直
の
ゾ

l
ン
に
よ

る
構
図
法
を
脱
し
切
っ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
登
場
人
物
は
、
身
分
に
従
っ
て
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
ま
と
め
ら
れ
、
左
右
対
称

に
、
上
下
回
段
に
分
け
て
配
列
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
物
は
、
各
々
の
グ
ル
ー
プ
内
で
は
遠
近
を
一
ぷ
す
も
の
の
、
全
体
と
し
て
画

面
空
間
の
三
次
元
性
を
表
わ
す
こ
と
は
な
い
。
全
て
の
人
物
群
が
、
そ
の
位
置
に
拘
ら
ず
、
正
面
か
ら
捉
え
ら
れ
、
人
物
の
大
き
さ
は
、

観
者
か
ら
の
距
離
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
最
終
審
判
に
お
け
る
役
割
の
重
要
性
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
上
方
の
キ
リ
ス
ト
と
そ
の
左

右
の
聖
人
た
ち
が
、
待
に
大
き
な
姿
で
現
わ
れ
て
い
る
の
は
、
彼
ら
が
こ
の
場
面
で
最
も
重
要
な
地
位
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
人
物
群

の
間
隙
に
覗
く
空
は
、
地
平
線
付
近
で
灰
白
色
に
変
わ
る
以
外
は
、
殆
ど
一
様
な
青
色
に
塗
ら
れ
、
全
く
空
虚
で
あ
る
。
下
方
の
光
景
も
、

奥
行
方
向
へ
の
連
な
り
を
感
ビ
さ
せ
な
い
。

つ
ま
り
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
画
面
に
お
い
て
は
、
空
間
の
物
質
性
・
現
実
性
が
否
定
さ

れ
、
言
わ
ば
一
個
の
観
念
的
宇
宙
が
表
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、

リ
ュ
ペ
ン
ス
は
、
む
し
ろ
画
面
空
時
の
三
次
元
的
実
在
性
を
高
め
る
努
力
を
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

「
大
最
終

審
判
」

で
は
、
昇
天
す
る
人
々
と
地
獄
ヘ
落
ち
る
人
々
が
、
そ
れ
ぞ
れ
密
集
し
た
縦
長
の
群
を
成
し
、
上
方
の
雲
上
の
聖
人
た
ち
及
、
び

下
方
の
復
活
し
た
死
者
た
ち
と
連
続
し
て
、
全
体
と
し
て
大
き
な
円
環
の
構
成
を
見
せ
て
い
る
。
こ
の
円
環
は
、
下
か
ら
上
ヘ
向
か
っ
て
、

徐
々
に
奥
ま
っ
て
い
き
、
画
面
空
間
が
前
後
に
聞
か
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
最
も
手
前
に
表
わ
さ
れ
た
下
方
の
人
物
た
ち
は
、
今
に

も
画
面
空
聞
か
ら
観
者
の
属
す
る
現
実
空
間
へ
溢
れ
出
て
き
そ
う
に
見
え
る
。
ま
た
、
中
央
に
あ
け
ら
れ
た
細
長
い
隙
聞
か
ら
は
、
広

い
青
空
の
下
に
、
喧
掛
か
遠
方
の
地
上
の
光
景
が
覗
き
、
画
面
空
間
が
奥
行
方
一
向
に
無
限
に
続
い
て
い
る
ご
と
を
暗
一
ぶ
す
る
。

人
物
群
を
上
下
に
傾
か
せ
る
構
図
法
は
、
決
し
て
リ
ュ
ペ
ン
ス
の
独
創
で
は
な
く
、
す
で
に
十
六
世
紀
後
半
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
－
い
く

っ
か
の
先
駆
的
作
品
が
認
め
ら
れ
る
。
特
に
、

「
天
国
」
あ
る
い
は
「
最
終
審
判
」
と
も
題
さ
れ
る
、

テ
イ
ツ
イ
ア
l
ノ
の
「
グ
ロ

l



リ
ア
」

（図
5
）
は
、
手
前
か
ら
奥
へ
向
か
う
円
環
構
図
の
前
例
と
し
て
、
リ
ュ
ペ
ン
ス
に
直
接
示
唆
を
与
え
た
可
能
性
が
あ
る
。

方
、
背
景
に
遥
か
に
連
な
る
大
地
と
無
数
の
小
さ
な
人
物
を
描
き
込
む
や
り
方
は
、
十
六
世
紀
ネ
l
デ
ル
ラ
ン
ト
の
最
終
審
判
図
の
伝

統
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
（
図
8
、

ヴ
ェ
ネ
ツ
イ
ア
や
ネ
l
デ
ル
ラ
ン
ト
の
作
品
を
通
し
て
、
奥
行
感
を
強
調
し
た
空
間
表
現
を
学
ん
だ
リ
ュ
ペ
ン
ス
は
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ

エ
ロ
の
観
念
的
空
間
と
は
全
く
異
質
な
、
現
実
的
空
間
を
表
わ
そ
う
と
し
た
。

「
大
最
終
審
判
」
を
見
る
者
は
、
そ
の
画
面
空
間
を
現

リユペンスにおける最終審判と地獄墜落

実
の
三
次
元
空
間
と
連
続
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
。

つ
ま
り
、
観
者
は
、
最
終
審
判
の
光
景
を
、
目
の
当
た
り
に
実
感
す
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
が
イ
エ
ズ
ス
会
教
会
の
主
祭
壇
を
飾
っ
て
い
た
こ
と
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
感
覚
に
直
接
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
信
仰
心
を

目
覚
ま
せ
よ
う
と
い
う
、
教
会
側
の
意
向
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
大
最
終
審
判
」
と
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
「
最
終
審
判
」
は
、

キ
リ
ス
ト
の
役
割
に
お
い
て
、
ま
た
、
大
き
な
相
違
を
示
し
て
い
る
。

聖
母
マ
リ
ア
を
右
脇
に
伴
い
、

マ
ン
ド
ル
ラ
形
の
光
背
の
前
に
大
き
な
姿
で
現
わ
れ
た
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
キ
リ
ス
ト
は
、
世
界
の
審

判
者
と
し
て
、
画
面
空
間
に
強
い
支
配
力
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
右
子
を
頭
上
に
、
左
手
を
胸
の
前
に
置
い
て
、
右
方
を
呪

み
、
中
腰
で
前
へ
踏
み
出
す
ポ

l
ズ
が
、
構
図
全
体
に
右
回
り
の
回
転
運
動
を
生
じ
さ
せ
る
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
リ
ユ

ペ
ン
ス
の
キ
リ
ス
ト
も
、
右
手
を
上
げ
、
左
手
を
下
ろ
し
た
ポ

l
ズ
を
と
る
が
、
そ
れ
は
単
に
左
右
の
上
下
運
動
の
対
比
を
強
調
し
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
。
全
身
に
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
躍
ら
せ
た
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
怒
れ
る
審
判
者
に
比
べ
、
雲
の
上
に
ど
っ
し
り
腰

か
け
た
リ
ュ
ペ
ン
ス
の
キ
リ
ス
ト
は
、
ず
っ
と
穏
や
か
な
印
象
を
与
え
る
。
そ
の
顔
は
、
昇
天
す
る
人
々
の
方
ヘ
向
け
ら
れ
、
罰
す
る

者
と
し
て
よ
り
、
祝
福
す
る
者
と
し
て
の
役
割
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
一
ぷ
す
。

5 

「
大
最
終
審
判
」

で
は
、
天
上
の
光
景
は
栄
光
に
満
ち
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
の
上
方
に
は
、
聖
霊
の
鳩
と
父
な
る
神



6 

が
現
わ
れ
、
三
佐
一
体
が
成
立
し
て
い
る
。
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
の
権
威
を
象
徴
す
る
た
め
に
、
左
上
に
街
、
右
上
に
燃
え
る
剣
が
飛
ば

さ
れ
る
。
多
数
の
聖
人
た
ち
が
、
、
ず
ら
り
と
キ
リ
ス
ト
の
周
囲
を
取
り
巻
く
が
、
そ
れ
ら
は
、
新
約
の
聖
人
か
旧
約
の
登
場
人
物
か
で
、

左
右
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
、
最
終
審
判
に
お
い
て
重
要
な
地
位
に
あ
る
人
物
た
ち
は
、
手
前
に
大
き
く
描
か
れ
る
。
と
り
な

し
の
役
を
果
た
す
べ
き
聖
母
マ
リ
ア
は
、
身
を
屈
め
、
目
を
伏
せ
て
、
懇
願
す
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
崇
敬
と
服
従
の
態
度
を
取
っ

て
い
る
。
そ
の
脇
に
立
つ
ベ
テ
ロ
は
、
天
国
の
入
口
と
地
獄
の
入
口
の
鍵
を
、
下
方
に
一
ぶ
す
。
ま
た
十
戒
の
石
板
を
抱
え
た
モ

1
セ
の

姿
は
、
道
徳
審
判
の
最
終
場
面
、

つ
ま
り
律
法
の
極
致
と
し
て
の
最
終
審
判
の
解
釈
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
明
る
い
光
に
包
ま
れ

た
天
界
は
、
幾
重
に
も
反
復
さ
れ
る
同
心
円
状
の
雲
の
層
を
成
す
が
、
そ
れ
は
、
ヴ
ェ
、
不
ツ
イ
ア
の
パ
ラ
ッ
ツ
ォ
・
ド
ウ
カ

i
レ
に
あ

る
、
テ
ィ
ン
ト
レ
ッ
ト
の

「
天
国
」

（図
6

）

の
輝
か
し
い
光
景
を
想
起
さ
せ
る
。

画
面
の
左
中
央
で
は
、
天
上
の
栄
光
を
目
指
し
て
、
多
数
の
正
し
い
人
々
が
、
天
使
に
助
け
ら
れ
な
が
ら
、

ゆ
っ
く
り
と
上
昇
し
て

い
く
。
強
い
光
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
縦
長
の
群
の
中
に
は
、
男
と
女
、
若
者
と
老
人
、
白
人
と
黒
人
が
入
り
混
じ
り
、
世
界
中
の
あ
ら

ゆ
る
人
聞
が
救
わ
れ
得
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
る
。

「
自
然
的
道
徳
律
を
遵
奉
し
、
神
に
従
う
用
意
を
し
、
高
潔
な
正
し
い
生
活
を
営
む

な
ら
ば
、
神
の
光
と
聖
寵
と
の
作
用
力
に
よ
っ
て
永
遠
の
生
命
を
得
る
。
」
と
い
う
、
ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議
の
成
義
論
が
、
こ
こ
に
具

（

6
）
 

現
し
て
い
る
。

右
方
の
罪
人
の
地
獄
墜
落
の
場
面
は
、
昇
天
場
面
と
左
右
対
称
に
位
置
し
て
は
い
る
が
、
人
物
の
数
が
減
ら
さ
れ
、
右
下
端
に
覗
く
地

獄
の
赤
い
炎
と
濃
灰
色
に
立
ち
の
ぼ
る
煙
雲
を
背
景
に
し
て
、

よ
り
暗
く
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
天
使
と
罪
人
と
悪
魔
と
が
、

や
や
左
上
ヘ
傾
い
た
昇
天
の
群
と
対
照
的
に
、
左
下
ヘ
傾
い
た
群
を
構
成
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
来
地
中
を
墜
落
す
る
は
ず
の
罪
人
た
ち
が
、
地
上
の
空
中
で
天
使
と
争
う
と
い
う
特
異
な
図
像
は
、
恐
ら
く
ミ
ケ
ラ



ン
ジ
エ
ロ
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。

「
大
最
終
審
判
」

に
お
け
る
、
様
々
な
ポ

l
ズ
で
落
下
す
る
裸
体
の
表
現
は
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ

エ
ロ
か
ら
多
く
の
示
唆
を
得
て
い
る
に
相
違
な
い
。

ト
ル
ナ
イ
に
よ
れ
ば
、
シ
ス
テ
ィ

l
ナ
礼
拝
堂
の
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
フ
レ
ス
コ
壁
画
は
、
反
逆
天
使
の
墜
落
と
深
い
関
わ
り
を
有

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
最
終
審
判
図
の
注
文
を
受
け
る
以
前
に
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
は
、
礼
拝
堂
の
入
口
壁
に
反
逆
天
使
の
墜
落
を

リユペンスおける最終審判と地獄墜落

描
く
こ
と
を
依
頼
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
計
画
は
後
に
放
棄
さ
れ
て
し
ま
う
が
、
そ
の
準
備
ス
ケ
ッ
チ
が
、

（

7
）
 

た
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
裁
き
に
反
し
て
天
へ
上
ろ
う
と
し
た
罪
人
が
、
空
中
で
天
使
に
追
い
落
と
さ
れ
る
と
い
う
新
し
い

「
最
終
審
判
」
に
応
用
さ
れ

図
像
は
、
反
逆
天
使
の
墜
落
か
ら
引
用
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

興
味
深
い
の
は
、
リ
ュ
ペ
ン
ス
自
身
、
地
獄
墜
落
を
、
反
逆
天
使
の
墜
落
と
関
連
さ
せ
て
考
え
て
い
る
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
罪
人
を
追
い
落
と
す
天
使
た
ち
の
長
と
し
て
、
武
装
し
た
大
天
使
ミ
カ
エ
ル
が
、

一
際
目
立
っ
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
知

れ
る
。
最
終
審
判
に
お
け
る
従
来
の
ミ
カ
エ
ル
の
役
割
は
、
死
者
の
魂
の
計
量
で
あ
り
、
そ
れ
は
秤
を
持
し
た
姿
で
表
わ
さ
れ
た
。
リ

ユ
ペ
ン
ス
は
、
こ
の
伝
統
を
否
定
し
て
、
反
逆
天
使
の
墜
落
に
お
け
る
、
悪
と
戦
い
、
悪
に
打
ち
勝
つ
者
と
し
て
の
ミ
カ
エ
ル
の
表
現

を
、
最
終
審
判
に
転
用
し
た
の
で
あ
る
。

反
逆
天
使
の
墜
落
の
主
題
が
、
対
抗
宗
教
改
革
期
の
カ
ト
リ
ッ
ク
に
好
ま
れ
た
と
い
う
説
は
、
多
く
の
研
究
者
の
支
持
す
る
と
こ
ろ

と
な
っ
て
い
る
。
サ
タ
ン
と
そ
の
子
下
の
天
使
た
ち
に
対
す
る
ミ
カ
エ
ル
の
勝
利
が
、
異
端
に
対
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
勝
利
を
象
徴
的

（

8
）
 

に
表
わ
す
と
い
う
訳
で
あ
る
。

「
大
最
終
審
判
」
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
対
抗
宗
教
改
革
的
精
神
の
片
鱗
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る

（

9
）
 

「
よ
り
大
い
な
る
神
の
栄
光
の
た
め
に
」
、
戦
闘
的
布
教
を
任
務
と

か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
武
装
し
た
ミ
カ
エ
ル
の
姿
に
は
、

し
た
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
あ
り
方
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

7 
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2 

「
小
最
終
審
判
」

ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
あ
る
い
は
イ
エ
ズ
ス
会
の
栄
光
を
表
明
し
た
、
言
わ
ば
公
的
性
格
を
有
す
る
「
大
最
終
審
判
」
に
対
し
、
「
小

最
終
審
判
」
は
、
も
っ
と
私
的
な
意
図
の
も
と
に
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
残
念
な
が
ら
、
注
文
主
や
制
作
時
期
を
示
唆
す
る
記

の
よ
う
に
広
く
公
の
目
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と

（凶）

を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
個
人
の
礼
拝
室
な
ど
を
飾
る
た
め
の
も
の
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

録
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
画
面
の
寸
法
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、

「
大
最
終
審
判
」

フ
ォ
ル
は
、

ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
に
あ
る
、

リ
ュ
ペ
ン
ス
の
屋
敷
の
応
接
間
を
表
わ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
作
品
の
画
中
画
と
し
て
、
－
小

最
終
審
判
」
が
壁
に
掛
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
そ
れ
が
リ
ュ
ペ
ン
ス
自
身
の
た
め
に
制
作
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
、
少
な
く
と

（日）

も
リ
ュ
ペ
ン
ス
自
身
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
て
い
た
と
の
説
を
打
ち
出
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
ク
は
、
リ
ュ
ペ
ン
ス
の
遺

産
目
録
の
中
に
、

「
小
最
終
審
判
」
と
み
な
し
う
る
作
品
の
名
が
記
入
さ
れ
て
お
ら
ず
、
よ
っ
て
画
家
の
没
し
た
一
六
四

O
年
に
は
他

（ロ）

人
の
所
有
物
と
な
っ
て
い
た
と
し
て
、
注
文
主
あ
る
い
は
買
い
手
の
存
在
を
主
張
し
た
。
し
か
し
、
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
ク
の
挙
げ
る
証
拠

は
、
リ
ュ
ペ
ン
ス
の
生
存
中
に
、
こ
の
作
品
が
他
人
の
手
に
渡
さ
れ
た
こ
と
し
か
証
明
せ
ず
、
最
初
の
所
有
者
が
リ
ュ
ペ
ン
ス
自
身
で

あ
っ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
主
祭
壇
画
と
し
て
の
制
約
を
負
っ
た
「
大
最
終
審
判
」
と
比
較
し
て
、

「
小
最
終
審
判
」
の
制
作
に
際
し
て
は
、

画
家
は
よ
り
自
由
に
構
想
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
故
に
、

「
小
最
終
審
判
」
の
画
面
に
は
、
画
家
自
身
の
個
人
的
宗
教
観
や

芸
術
的
興
味
が
、

よ
り
強
く
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、

「
小
最
終
審
判
」
に
関
す
る
従
来
の
研
究
史
に
お
い
て
は
、
専
ら
画
面
上
部
が
当
初
か
ら
の
も
の
か
否
か
と
い
う
問
題
が
論



ビ
ら
れ
て
き
た
。

「
小
最
終
審
判
」

一
本
の
継

の
ア
l
チ
形
画
面
を
よ
く
観
察
し
て
み
る
と
、
上
部
の
半
円
形
が
始
ま
る
あ
た
り
に
、

、
ぎ
自
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ロ

l
セ
ス
は
、
こ
の
継
、
ぎ
目
の
上
下
で
、
図
像
的
、
構
図
的
な
分
裂
が
生

U
て
い
る
と
し
て
、
上
部

（
日
）

後
補
説
を
打
ち
出
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
フ
ォ
ル
は
、
裏
面
一
杯
に
描
か
れ
た
風
景
画
が
、
前
面
の
「
小
最
終
審
判
」
よ
り
先
に
成
立

（

U
）
 

し
た
と
し
て
、
最
初
か
ら
現
在
の
形
式
で
あ
っ
た
と
主
張
し
た
。
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
ク
は
、
再
び
後
補
説
を
と
っ
て
、
フ
ォ
ル
の
意
見
に

（
日
）

反
駁
し
、
上
部
は
リ
ュ
ペ
ン
ス
の
弟
子
で
あ
っ
た
ヤ
ン
・
ヴ
ァ
ン
・
ブ

l
ク
ホ
ル
ス
ト
に
よ
る
も
の
だ
と
考
え
た
。

リュペンスにおける最終審判と地獄墜落

と
こ
ろ
が
、
こ
の
上
部
接
合
の
問
題
は
、
近
年
実
施
さ
れ
た

X
線
撮
影
の
結
果
に
よ
っ
て
、

お
お
む
ね
解
決
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
九
七
九
年
に
公
表
さ
れ
た
、
リ
ュ
ペ
ン
ス
の
技
法
に
関
す
る
ゾ
ン
ネ
ン
ブ
ル
ク
の
論
文
は
、

（
時
）

撮
影
の
結
果
に
言
及
し
、
上
部
の
後
の
接
合
が
確
証
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

「
小
最
終
審
判
」
の
X
線

す
な
わ
ち
、

ゾ
ン
ネ
ン
ブ
ル
ク
は
、
ま
た
、

X
線
写
真
に
よ
っ
て
、

寸
小
最
終
審
判
」

の
上
下
部
分
は
同
一
の
画
家
の
手
に
な
る
こ
と
が
知
ら
れ
、

従
っ
て
、
上
部
が
ヴ
ァ
ン
・
ブ
l
ク
ホ
ル
ス
ト
に
よ
る
と
の
説
は
退
け
ら
れ
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
た
だ
、
上
下
画
面
の
描
法
が
、
具

体
的
に
ど
の
よ
う
に
共
通
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
詳
し
い
説
明
が
省
か
れ
、
よ
っ
て
彼
の
説
を
全
く
鵜
呑
み
に
す
る
こ
と
は
で

（
口
）

き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
述
の
、
ア
ー
チ
形
の
「
小
最
終
審
判
」
を
画
中
固
と
す
る
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
の
室
内
画
が
、
リ
ュ
ベ

ン
ス
の
存
命
中
に
制
作
さ
れ
た
ら
し
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
上
部
接
合
が
画
家
の
生
前
に
行
な
わ
れ
た
こ
と
、
及
、
び
リ
ュ
ペ
ン
ス
が
し

ば
し
ば
自
ら
画
面
拡
張
を
計
画
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
上
部
の
構
想
あ
る
い
は
下
絵
の
段
階
で
、
リ
ュ
ベ

（時）

ン
ス
が
関
与
し
て
い
た
可
能
性
が
大
で
あ
る
。

最
初
に
制
作
さ
れ
た
下
部
の
画
面
に
は
、
何
が
表
わ
さ
れ
た
か
。
そ
し
て
、
何
故
、
上
部
の
継
、
ぎ
足
し
が
行
な
わ
れ
た
の
か
。
上
部

9 

半
円
形
部
分
を
取
り
去
っ
て
み
る
と
、

ほ
ぼ
正
方
形
を
成
す
下
部
は
、
殆
ど
地
獄
墜
落
の
光
景
の
み
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。
最



10 

終
審
判
の
中
心
的
要
素
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
の
不
在
は
、
リ
ュ
ペ
ン
ス
は
単
な
る
地
獄
落
図
を
意
図
し
て
い
た
と
の
説
を
導
き
出
す
。
し

か
し
、
地
獄
墜
落
の
舞
台
と
し
て
、
図
像
学
的
に
不
自
然
な
地
上
の
空
中
を
、
敢
え
て
選
ん
で
い
る
点
に
着
目
す
る
な
ら
、
当
初
か
ら

既
に
、
最
終
審
判
図
あ
る
い
は
審
判
者
キ
リ
ス
ト
の
い
る
地
獄
墜
落
図
と
し
て
の
構
想
が
準
備
さ
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま

り
、
地
獄
墜
落
を
、
地
下
の
地
獄
と
い
う
閉
鎖
的
な
空
間
の
中
で
完
結
さ
せ
て
し
ま
わ
ず
、
キ
リ
ス
ト
の
現
わ
れ
る
べ
き
上
空
と
連
続

し
た
空
間
に
一
ぶ
す
こ
と
に
よ
り
、
最
終
審
判
図
と
し
て
の
後
の
拡
張
の
可
能
性
が
生
ビ
た
の
で
あ
る
。

「
小
最
終
審
判
」
に
お
い
て
は
、
画
家
は
ま
ず
、

「
大
最
終
審
判
」
や
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
「
最
終
審
判
」
の
部
分
に
現
わ
れ
た
地

獄
墜
落
の
モ
テ
ィ

l
フ
を
、
拡
大
解
釈
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
。
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
最
終
審
判
と
い
う
大
き
な
主
題
の
中
の
一
事

件
と
し
て
捉
え
ら
れ
、

一
個
の
完
全
に
独
立
し
た
主
題
と
し
て
の
意
識
は
、
ま
だ
希
薄
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
上
部
に
、
キ
リ
ス
ト
と

諸
聖
人
、
正
し
き
者
の
昇
天
な
ど
が
描
き
加
え
ら
れ
た
時
に
こ
そ
、
画
面
は
図
像
学
的
に
よ
り
完
成
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（日）

オ
ル
デ
ン
プ
ル
ク
は
、
上
部
拡
張
の
理
由
と
し
て
、
買
い
子
側
の
希
望
を
仮
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
上
部
半
円
形
部
分
が
描
か
れ

た
後
に
、
裏
面
に
風
景
、
が
表
わ
さ
れ
た
こ
と
か
ら
判
断
す
れ
ば
、

「
小
最
終
審
判
」
は
、
全
体
が
完
成
し
た
後
も
、

し
ば
ら
く
の
間
画

家
の
手
元
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
後
補
が
画
家
自
身
の
意
志
に
よ
る
と
の
推
測
が
成
り
立
つ
。

「
小
最
終
審
判
－

で
は
、
地
獄
墜
落
の
場
面
の
上
に
、
昇
天
場
面
が
描
き
足
さ
れ
、
上
昇
と
下
降
の
動
き
が
上
下
に
対
比
さ
れ
る
が
、

こ
う
し
た
構
図
法
は
、

テ
ィ
ン
ト
レ
ッ
ト
か
ら
受
け
継
が
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
マ
ド
ン
ナ
・
デ
ツ

ロ
ー
ル
ト
教
会
に
あ
る
、
テ
ィ
ン
ト
レ
ッ
ト
の
巨
大
な
「
最
終
審
判
」

（図
7

）

で
は
、
細
長
い
尖
頭
ア
l
チ
形
の
画
面
に
、
正
し

き
者
の
昇
天
と
罪
人
の
地
獄
墜
落
が
、
上
下
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

奥
行
の
あ
る
空
間
構
成
に
・
お
い
て
も
、

「
小
最
終

審
判
」
と
の
繋
が
り
を
示
す
。
模
写
ス
ケ
ッ
チ
は
現
存
し
な
い
が
、
イ
タ
リ
ア
時
代
の
リ
ュ
ペ
ン
ス
が
、
こ
の
作
品
を
十
分
に
研
究
す



る
機
会
を
持
ち
得
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
テ
ィ
ン
ト
レ
ッ
ト
の
「
最
終
審
判
」
は
、
上
部
の
天
上
の
光
景
が
重
要
な
意
味
を
有
し
て
い
る
点
で
、

「
小
最
終
審

判
」
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

「
小
最
終
審
判
」

で
は
、
画
面
の
中
心
は
、
あ
く
ま
で
も
下
部
の
地
獄
墜
落
の
場
面
で
あ
り
、
上
部

の
接
合
に
際
し
て
は
、
激
し
い
落
下
の
動
き
を
損
わ
ず
、
全
体
の
統
一
感
を
保
つ
こ
と
が
、
第
一
の
課
題
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
画
家

は
、
上
部
全
体
を
暖
昧
な
筆
致
で
遠
く
描
き
、
昇
天
の
速
度
を
緩
め
、
キ
リ
ス
ト
に
観
者
の
注
意
が
集
中
し
な
い
よ
う
に
し
た
。
ご
れ

リユペンスにおける最終審判と地獄墜落

で
は
、
大
き
な
面
積
を
占
め
る
上
部
が
、
下
部
と
措
抗
す
る
よ
う
に
表
わ
さ
れ
る
。

に
対
し
、
テ
ィ
ン
ト
レ
ッ
ト
の
「
最
終
審
判
」

てコ

ま
り
、
下
部
で
、
復
活
と
地
獄
墜
落
の
暗
く
混
乱
し
た
光
景
が
、
観
者
の
目
前
に
追
っ
て
く
る
の
と
対
照
的
に
、
上
部
で
は
、
キ
リ
ス

ト
か
ら
発
す
る
神
秘
的
な
光
に
明
る
く
照
ら
さ
れ
、
同
心
円
状
の
層
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
た
、
観
念
的
な
天
上
界
が
出
現
す
る
。

こ
こ
で
は
、
昇
天
の
運
動
方
向
と
光
の
筋
に
よ
っ
て
、
観
者
の
視
線
は
、
究
極
的
に
キ
リ
ス
ト
ヘ
向
か
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

テ
ィ
ン
ト
レ
ッ
ト
と
リ
ュ
ペ
ン
ス
の
根
本
的
な
相
違
は
、
前
者
が
、
超
現
実
的
な
天
界
の
光
景
の
中
で
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
永
遠
の

生
命
の
授
与
を
強
調
し
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
が
、
罪
の
報
い
を
、
現
実
的
な
出
来
事
と
し
て
直
視
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
あ
る
。

テ
ィ
ン
ト
レ
ッ
ト
の
画
面
空
間
は
、
上
方
へ
向
か
う
に
従
っ
て
、
現
実
と
か
け
離
れ
た
観
念
的
空
間
の
様
相
を
呈
し
て
い
く
が
、
リ
ュ

ペ
ン
ス
の
そ
れ
は
、
常
に
観
者
の
い
る
現
実
空
間
と
連
結
し
て
い
る
。

「
小
最
終
審
判
」
に
見
ら
れ
る
、
観
念
的
、
天
上
的
な
も
の
よ
り
も
、
現
実
的
、
地
上
的
な
も
の
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
傾
向
は
、

む
し
ろ
十
六
世
紀
ネ
i
デ
ル
ラ
ン
ト
の
伝
統
を
引
く
も
の
で
あ
る
。
ネ
l
デ
ル
ラ
ン
ト
で
は
、
十
五
世
紀
以
来
リ
ュ
ペ
ン
ス
に
至
る
ま

で
、
特
に
多
く
の
最
終
審
判
図
が
制
作
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
の
殆
ど
は
、

11 

「
小
最
終
審
判
」
と
同
様
の
比
較
的
小
型
の
作
品
で
あ
る
。

十
五
世
紀
に
お
い
て
は
、
画
面
は
し
ば
し
ば
左
右
に
連
結
さ
れ
た
複
数
の
パ
ネ
ル
に
分
割
さ
れ
た
が
、
十
六
世
紀
に
入
る
と
、

一
枚
の
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パ
ネ
ル
内
に
、
最
終
審
判
の
全
体
が
完
結
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
、
大
抵
は
地
上
の
人
物
の
表
現
に
重
点
が

置
か
れ
た
。

一
五
三

0
年
代
に
ヤ
ン
・
ヴ
ァ
ン
・
エ
メ
ッ
セ
ン
が
表
わ
し
た
「
最
終
審
判
」

（図
8

）

で
は
、
雲
上
の
キ
リ
ス
ト
と
聖
人
た
ち
が
、

小
さ
く
遠
く
描
か
れ
る
一
方
で
、
地
面
上
の
復
活
者
た
ち
が
、
極
端
に
大
き
な
姿
で
前
面
に
現
わ
れ
て
い
る
。
審
判
者
の
偉
大
な
力
の

表
出
よ
り
も
、
様
々
な
ポ

l
ズ
で
絡
み
合
い
、
重
な
り
合
う
裸
体
の
描
写
が
、
こ
の
絵
の
主
眼
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
正
し
き
者

と
罪
人
と
は
、
混
然
と
表
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
昇
天
の
場
面
は
見
え
ず
、
地
獄
行
き
だ
け
が
、
右
方
で
強
調
さ
れ
て
い
る
。

舌
を
出
し
て
振
り
返
っ
た
悪
魔
の
顔
は
、
画
中
の
罪
人
だ
け
で
な
く
、
観
者
を
も
威
す
よ
う
に
見
え
る
。

地
獄
墜
落
を
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
し
た
構
図
は
、
イ
タ
リ
ア
の
影
響
の
強
く
な
る
十
六
世
紀
後
半
に
お
い
て
も
、
な
お
続
け
ら
れ
て

、4ll
o

h
u
w

〆、

ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ベ
ン
の
代
表
的
ロ
マ
ニ
ス
ト
で
あ
っ
た
フ
ロ
リ
ス
の

「
最
終
審
判
」

（図
9
）
に
も
、
そ
う
し
た
、
不
l
デ
ル
ラ

ン
ト
特
有
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
と
聖
人
た
ち
の
占
め
る
部
分
が
、

エ
メ
ッ
セ
ン
以
上
に
縮
小
さ
れ
、
右
側

の
地
獄
墜
落
の
光
景
が
、
画
面
の
殆
ど
半
分
を
覆
っ
て
い
る
。
罪
人
た
ち
は
、

エ
メ
ッ
セ
ン
と
同
様
、
多
様
な
ポ
l
ズ
で
折
り
重
な
つ

て
表
わ
さ
れ
る
が
、
正
し
い
者
た
ち
は
そ
れ
と
明
確
に
区
別
さ
れ
、
整
然
と
列
を
成
し
て
、
無
限
に
奥
へ
連
な
っ
て
い
く
。
左
下
隅
に

は
、
墓
石
に
手
を
か
け
る
復
活
者
の
上
半
身
が
現
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
観
者
を
画
面
空
間
へ
誘
い
込
み
、
現
実
空
間
と
画
面
空

聞
を
連
続
さ
せ
る
、
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
こ
れ
と
同
様
の
方
法
が
、

「
小
最
終
審
判
」

の
復
活
の
表
現
に
も
用
い
ら
れ
て
い

る
の
は
、
興
味
深
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
地
獄
墜
落
を
強
調
し
た
最
終
審
判
図
は
、
特
に
十
六
世
紀
の
ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ベ
ン
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
見
受
け

ら
れ
る
。
そ
の
背
後
に
は
、
天
上
の
栄
光
を
観
想
す
る
よ
り
も
、
神
罰
の
恐
ろ
し
き
を
悟
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
罪
を
戒
め
よ
う
と
す
る



意
図
が
認
め
ら
れ
る
。
ネ
l
デ
ル
ラ
ン
ト
に
持
徴
的
な
、
こ
う
し
た
警
告
主
義
は
、
リ
ユ
パ
ン
久
に
も
受
け
継
が
れ
、
「
小
最
終
審
判
」

の
基
礎
を
成
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
霊
的
生
活
に
入
る
た
め
に
は
、
ま
ず
罰
を
蒙
っ
た
者
ら
に
つ
い
て
観
想
し
、
深
い
慌
の
念
と

（
却
）

痛
悔
と
罪
を
避
け
よ
う
と
の
固
い
決
心
を
起
こ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
説
く
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
教
義
と
も
合
致
し
て
い
る
。

尤
も
、
十
六
世
紀
ネ
1
デ
ル
ラ
ン
ト
の
最
終
審
判
図
で
は
、

「
小
最
終
審
判
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
空
中
の
激
し
い
落
下
運
動
は
、

リユペンスにおける最終審判と地獄墜落

ま
だ
表
現
さ
れ
て
い
な
い
。
聞
か
れ
た
空
間
の
中
に
、
墜
落
す
る
裸
体
群
の
急
激
な
動
き
を
誇
張
的
に
表
わ
す
と
い
う
大
胆
な
試
み
は
、

十
七
世
紀
の
画
家
、

リ
ュ
ペ
ン
ス
に
よ
っ
て
、
初
め
て
実
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
小
最
終
審
判
」
の
地
獄
墜
落
場
面
で
は
、
個
々
の
人
体
が
、
大
仰
な
ポ
l
ズ
と
迅
速
な
筆
致
に
よ
っ
て
、
激
し
い
運
動
感
を
も
っ

て
表
わ
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
全
体
の
構
成
に
お
い
て
も
、
不
安
定
な
斜
線
の
動
き
が
強
調
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
右
上
か
ら
左
下
へ

向
か
う
斜
線
と
、
左
上
か
ら
右
下
ヘ
向
か
う
斜
線
を
軸
と
し
た
構
成
が
行
な
わ
れ
、
個
々
の
人
物
の
ポ
l
ズ
も
、
こ
の
斜
線
の
法
則
に

従
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
右
上
方
に
現
わ
れ
た
天
使
た
ち
の
群
は
、
左
下
へ
向
か
う
激
し
い
動
き
を
見
せ
、
そ
の
下
方
中
央

で
は
、
罪
人
た
ち
の
非
常
に
密
集
し
た
群
が
、
右
下
の
地
獄
の
入
口
へ
の
傾
き
を
示
す
。
こ
の
罪
人
群
の
左
半
分
は
、
天
使
の
動
き
を

受
け
て
、
左
下
へ
向
か
う
ポ

l
ズ
を
と
り
、
右
半
分
は
、
悪
魔
に
引
っ
張
ら
れ
て
、
右
下
へ
身
体
を
傾
け
て
い
る
。

一
方
、
地
面
上
で

悪
魔
に
連
行
さ
れ
る
女
た
ち
は
、
右
上
へ
伸
び
上
が
る
よ
う
な
ポ

1
ズ
を
見
せ
て
い
る
。

こ
う
し
た
動
的
な
構
成
は
、
巧
み
な
明
暗
法
に
助
け
写
れ
て
、
統
一
性
を
増
し
て
い
る
。
大
天
使
ミ
カ
エ
ル
の
後
ろ
側
か
ら
は
、
天

使
た
ち
の
運
動
方
向
に
添
っ
て
、
強
烈
な
光
線
が
放
射
さ
れ
、
上
方
中
央
か
ら
左
下
に
か
け
て
を
、
明
る
く
照
ら
し
出
す
。
こ
れ
に
対

し
、
右
方
で
は
、
上
か
ら
の
光
は
届
か
ず
、
地
獄
の
炎
が
作
り
出
す
赤
く
暗
い
光
が
右
下
か
ら
広
が
る
。

つ
ま
り
、
右
上
か
ら
左
下
へ

13 

の
対
角
線
を
境
に
、
天
上
か
ら
の
光
に
明
る
く
照
ら
し
出
さ
れ
る
部
分
と
、
地
獄
の
炎
の
赤
い
反
映
に
包
ま
れ
る
暗
い
部
分
と
が
対
照



14 

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
明
暗
の
境
界
線
に
沿
っ
て
、
人
体
群
の
奥
に
、
濃
い
煙
雲
が
立
ち
込
め
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
手
前
の
地
獄

墜
落
の
動
き
を
際
立
た
せ
る
効
果
を
持
っ
て
い
る
。

「
小
最
終
審
判
」
に
わ
い
て
、
リ
ュ
ペ
ン
ス
は
、

「
大
最
終
審
判
」
の
均
衡
の
と
れ
た
構
図
を
、
完
全
に
打
破
し
た
。
彼
は
、
運
動

感
に
溢
れ
た
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
構
成
に
よ
っ
て
、
観
者
の
感
情
に
よ
り
強
く
訴
え
る
新
し
い
最
終
審
判
図
を
作
り
出
し
た
。
そ
こ
に
は
、

地
獄
ヘ
落
と
さ
れ
る
瞬
間
の
恐
怖
を
、
観
者
に
追
体
験
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
罪
の
反
省
を
促
す
と
い
う
、
宗
教
的
目
的
が
窺
わ
れ

る
と
同
時
に
、
動
的
表
現
に
対
す
る
、
画
家
の
芸
術
的
興
味
を
認
め
る
ご
と
が
で
き
る
。

一、

「
地
獄
墜
落
」

「
小
最
終
審
判
」
に
お
い
て
も
、
依
然
と
し
て
最
終
審
判
の
部
分
と
み
な
さ
れ
て
い
た
地
獄
墜
落
の
モ
テ
ィ

l
フ
は
、
や
は
り
ア
ル

テ
・
ピ
ナ
コ
テ
ク
に
あ
る

「
地
獄
墜
落
」

（図
3
）
に
お
い
て
、
初
め
て
、
完
全
に
独
立
し
た
主
題
と
な
っ
た
。
縦
二
八
八
セ
ン
チ
、

横
二
二
五
セ
ン
チ
の
板
の
画
面
に
は
、
キ
リ
ス
ト
の
存
す
る
天
上
界
と
は
切
り
離
さ
れ
た
、
地
中
の
地
獄
の
暗
く
不
気
味
な
光
景
が
表

わ
さ
れ
て
い
る
。

「
小
最
終
審
判
」
に
お
い
て
は
、
ミ
カ
エ
ル
を
中
心
と
し
た
天
使
た
ち
が
、
刑
の
執
行
者
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
が
、

「
地
獄
墜
落
」
で
は
、
そ
の
役
は
専
ら
悪
魔
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
悪
の
縄
張
り
で
あ
る
地
獄
の
中
で
は
、
幅
幅
の
よ
う
な
羽
を
持
つ

た
悪
魔
が
自
由
に
飛
期
し
、
天
使
た
ち
は
遥
か
上
方
に
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
う
。
左
上
の
黒
煙
の
割
れ
目
か
ら
覗
く
そ
の
姿
は
、

か
な

り
低
い
視
点
か
ら
見
上
げ
た
よ
う
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
天
使
の
描
写
は
、
墜
落
す
る
罪
人
た
ち
が
、
画
面
上
縁
付
近
で
も
、
な

ム
訂
正
面
か
ら
見
ら
れ
て
い
る
の
と
対
比
を
な
し
て
、
画
面
に
特
異
な
効
果
を
も
た
ら
す
。
す
な
わ
ち
、

ロ
l
セ
ス
一
言
う
所
の
「
空
間
の



逆
転
」
が
、
こ
こ
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。
下
か
ら
眺
め
上
げ
ら
れ
た
天
使
の
表
現
に
よ
っ
て
、
正
面
か
ら
表
わ
さ
れ
た
墜
落
の
光
景

が
、
実
は
上
か
ら
覗
き
込
ま
れ
る
べ
き
、
低
い
地
下
の
空
間
に
展
開
し
て
い
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
る
。

「
地
獄
墜
落
」
で
は
、

さ
ら
に
多
く
の
墜
落
す
る
人
体
が
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
赤
く
燃
え
る
炎

「
小
最
終
審
判
」
よ
り
、

リユペンスにおける最終審判と地獄墜落

と
黒
く
立
ち
込
め
る
煙
雲
の
中
を
、
右
上
か
ら
左
下
ヘ
向
か
う
斜
線
に
沿
っ
て
、
雪
崩
の
よ
う
に
地
獄
の
底
へ
落
ち
込
ん
で
い
く
o
「小

最
終
審
判
」

の
空
中
の
裸
体
群
が
、
密
集
し
た
唯
一
の
大
き
な
塊
量
を
形
成
し
て
い
た
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
、
複
数
の
小
さ
な
塊
り

が
、
鎖
の
よ
う
に
繋
げ
ら
れ
て
い
る
。
エ
パ

l
ス
は
、
そ
れ
ら
の
集
団
の
一
つ
一
つ
が
、
七
つ
の
大
罪
に
対
応
す
る
可
能
性
を
述
ぺ
て

（
辺
）

い
る
が
、
異
常
に
肥
満
し
た
三
人
の
男
女
が
、
大
食
の
罪
を
暗
示
す
る
以
外
は
、
罪
状
は
全
く
区
別
さ
れ
え
な
い
。

「
小
最
終
審
判
」
で
は
、
罪
人
た
ち
は
皆
、
究
極
的
に
右
下
隅
の
地
獄
の
口
へ
向
か
っ
て
い
く
が
、
ご
こ
で
は
、
そ
う
し
た
一
点
に

集
中
し
て
い
く
よ
う
な
構
成
は
認
め
ら
れ
な
い
。
墜
落
の
動
き
は
、
二
段
に
分
け
ら
れ
た
地
獄
の
底
の
上
段
に
到
達
す
る
が
、
そ
こ
で

は
、
サ
タ
ン
を
象
徴
す
る
七
頭
の
竜
を
中
心
に
、
左
右
に
反
発
す
る
動
き
が
一
一
小
さ
れ
て
い
る
。

地
獄
の
最
下
段
で
は
、
奇
怪
な
動
物
た
ち
の
乱
闘
場
面
を
挟
ん
で
、
左
右
に
獣
に
襲
わ
れ
る
罪
人
の
姿
が
、
観
者
に
近
く
表
わ
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
部
分
は
、
上
部
の
墜
落
場
面
と
構
図
的
に
断
絶
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
こ
れ
が
当
初
か
ら
計
画
さ
れ
て
い
た
も
の
で

な
く
、
後
に
継
ぎ
足
さ
れ
た
部
分
だ
か
ら
で
あ
る
。
下
部
後
補
説
を
最
初
に
主
張
し
た
の
は
、

ロ
ー
で
あ
る
が
、
彼
は
上
下
部
分
の
様

式
上
の
矛
盾
を
根
拠
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
物
理
的
な
証
拠
を
も
提
出
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
上
部
の
下
辺
に
あ
た
る
部
分
に
、
枠

に
山
飲
め
ら
れ
て
い
た
跡
が
、
微
か
に
残
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

ロ
ー
は
ま
た
、
境
界
の
部
分
に
、
不
明
瞭
に
畳
さ
れ
た
箇
所
が

15 

あ
る
の
に
気
付
い
て
い
る
。
地
獄
の
底
の
上
段
左
方
で
、
悪
魔
に
馬
乗
り
に
な
ら
れ
た
裸
体
の
脚
部
や
、
右
端
で
仰
け
反
る
女
の
膝
下

（
お
）

な
ど
が
、
下
部
の
接
合
の
際
に
、
塗
り
込
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
。
奥
行
の
あ
る
空
間
の
中
で
、
斜
線
を
基
本
と
し
た
動
き
の
あ
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る
構
成
を
見
せ
る
上
部
に
対
し
、
下
部
で
は
、
前
面
の
浅
い
空
間
で
、
怪
獣
の
群
を
中
心
に
、
左
右
対
称
的
な
安
定
し
た
配
置
が
行
な

わ
れ
て
い
る
。
ご
う
し
た
全
体
の
統
一
感
を
損
う
よ
う
な
拙
劣
な
構
成
を
見
れ
ば
、
下
部
が
、
恐
ら
く
は
買
い
手
の
注
文
に
よ
り
、
後

に
弟
子
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
信
じ
ら
れ
る
。

「
地
獄
墜
落
」
は
、
後
補
の
下
部
を
除
去
し
た
後
で
も
な
お
、
画
面
構
成
の
統
一
性
に
お
い
て
、

「
小
最
終
審
判
」
に
劣
っ
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。
画
家
は
、
左
右
の
人
物
を
遠
く
小
さ
く
表
わ
し
て
、
中
央
の
、
全
体
と
し
て
は
左
下
へ
の
対
角
線
方
向
を
示
す
、
大

き
な
裸
体
群
を
際
立
た
せ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、

よ
く
見
れ
ば
、
互
い
に
密
接
な
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
の
な
い
、

い
く
つ
か
の
よ
り
小

さ
な
集
団
に
分
裂
し
て
し
ま
う
。

し
か
も
、
こ
こ
で
は
、
墜
落
の
動
き
が
最
終
的
に
一
点
に
帰
結
す
る
こ
と
が
な
く
、
散
漫
な
印
象
が

よ
り
強
ま
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
構
図
上
の
不
統
一
は
、
色
彩
的
な
効
果
に
よ
っ
て
、

か
な
り
救
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
赤
ま

た
は
オ
レ
ン
ジ
色
の
炎
と
黒
い
煙
雲
、
そ
し
て
上
か
ら
射
し
込
む
強
い
光
線
が
巧
み
に
配
さ
れ
て
、
中
央
部
の
斜
め
左
下
へ
の
傾
き
を

強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
、
左
上
に
天
上
か
ら
明
る
い
光
、
右
下
に
地
獄
の
炎
の
赤
い
反
射
と
、
二
つ
の
異
質
な
光
を
対
照

さ
せ
た
、

「
小
最
終
審
判
」

の
明
快
な
彩
色
と
比
べ
て
、
よ
り
複
雑
で
混
沌
と
し
た
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

「
地
獄
墜
落
」
に
お
い
て
は
、
画
家
の
意
図
は
、
恐
怖
に
満
ち
た
地
獄
の
混
乱
を
、
観
者
の
眼
前
に
現
出
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
と

見
え
る
。

つ
ま
り
、
灼
熱
の
炎
と
黒
い
噴
煙
と
硫
黄
の
匂
い
が
充
満
し
、
罪
人
た
ち
の
苦
痛
の
わ
め
き
が
反
響
す
る
、
地
獄
の
無
秩
序
‘

な
空
聞
を
、

い
か
に
現
実
的
に
表
現
す
る
か
が
、

リ
ュ
ペ
ン
ス
に
と
っ
て
最
大
の
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、

彼
は
、
画
面
構
成
に
お
け
る
統
一
性
を
、
あ
る
程
度
犠
牲
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
研
究
者
の
多
く
は
、

「
地
獄
墜

落
」
を
、

「
小
最
終
審
判
」
と
様
式
的
に
一
致
さ
せ
て
考
え
て
い
る
が
、
実
際
に
は
両
者
の
聞
に
は
、
急
激
な
動
き
の
統
一
的
表
現
を

最
高
度
に
達
成
し
よ
う
と
し
た
画
面
と
、
敢
え
て
混
沌
と
し
た
印
象
を
求
め
よ
う
と
し
た
画
面
と
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。



「
地
獄
墜
落
」
が
、
地
獄
を
観
想
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
罪
を
戒
め
よ
う
と
す
る
、
イ
エ
ズ
ス
会
的
精
神
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
、

「
小
最
終
審
判
」
に
現
わ
れ
た
警
告
主
義
的
宗
教
観
と
、
全
く
相
通
じ
て
い
る
。
「
小

明
白
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
、

最
終
審
判
」
で
は
誌
な
お
）
地
獄
墜
落
を
天
上
的
な
も
の
と
の
対
比
に
、
お
い
て
考
え
る
傾
向
が
残
っ
て
い
た
が
、

「
地
獄
墜
落
」

で
は
、

い
る
。

罪
に
対
す
る
悲
嘆
や
痛
悔
の
情
を
も
よ
お
す
上
で
、
妨
げ
と
な
り
か
ね
な
い
も
の
と
し
て
、
天
上
の
栄
光
の
観
想
は
全
く
否
定
さ
れ
て

リユペンスにおける最終審判と地獄墜落

「
地
獄
墜
落
」
の
画
面
は
、

「
小
最
終
審
判
」
の
根
底
に
あ
っ
た
リ
ュ
ペ
ン
ス
の
個
人
的
宗
教
観
、
す
な
わ
ち
、
罪
の
結
果
の
恐
ろ

し
さ
を
実
感
と
し
て
知
る
こ
と
に
よ
り
、
罪
を
厳
重
に
警
戒
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
考
え
方
を
、
究
極
的
に
押
し
進
め
た
時
に
出

一
方
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
且
つ
統
一
的
な
表
現
に
対
す
る
、
画
家
の
芸
術
的
曙
好
の
反
映
の
度
合
に

お
い
て
は
、

現
し
た
も
の
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、

「
小
最
終
審
判
」
に
逆
行
す
る
も
の
で
あ
る
。

リ
ュ
ペ
ン
ス
の
最
終
審
判
の
モ
テ
ィ

l
フ
と
の
取
り
組
み
は
、

寸
小
最
終
審

二
ハ
一

0
年
代
後
半
の
「
大
最
終
審
判
」
に
始
ま
る
、

一
つ
の
、
言
わ
ば
発
展
性
の
な
い
帰
結
を
見

判
」
を
経
て
、
恐
ら
く
一
六
二

0
年
代
前
半
に
制
作
さ
れ
た
「
地
獄
墜
落
」
に
お
い
て
、

j主
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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1 .リュペンス「大最終審判」

（ミュンヘン，アルテーピナコテク）
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2. リュベ、ンス「小最終審判J

（ミュンヘン，アルテ・ピナコテク）
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3. リュペンス「地獄墜落」

（ミュンヘン，アルテ・ピナコテク）
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4. ミケランジェロ「最終審判」

（ヴァティカーノ，カッペッラ・システィーナ）



5. ティツィアー／「グローリア」

（マドリード，プラード）

6.ティントレット「天国」

（ヴ、エネツィア，ノfラッツォ・ドゥカーレ）
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7 .ティントレット「最終審判」

（ヴェネツイア，マドンナ・デッ・ロールト）
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8.ヱメッセン「最終審判」

（アントウェルベン，シント，ヤコブ）

9. フロリス「最終審判」

（ヴィーン， クンストヒストリッシ L スームゼウム


